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宮崎港宮崎港物流センター
（⿅児島）

神⼾港

お茶製造⼯場
（神⼾）

E10宮崎⾃動⾞道

⿅児島県産の茶葉の輸送では、⿅児島県内の物流センターから神⼾市内のお茶製造⼯場までの

⾏程のうち、宮崎港までは E10 宮崎⾃動⾞道、宮崎港から神⼾港まではフェリー航路を活⽤して

います。運転時間の短縮となり、ドライバーの働き方改革にもつながります。

都城 IC 〜宮崎 IC まで、セミトレーラもし
くは、10t ⾞が 1⽇ 1台〜 3台、宮崎カー
フェリー利⽤のため、宮崎⾃動⾞道を利⽤
しています。それにより、茶葉輸送におい
て、荷物の破損、事故のリスク軽減、
ドライバー拘束時間の短縮になってい
ます。
⿅児島県内物流 事業者

時間

※物流総合効率化法（平成 30 年８⽉１⽇認定）より

宮崎港宮崎港

物流センター
（⿅児島）
物流センター
（⿅児島）

フェリーとの連携でドライバーの運転時間を短縮


